
平成２９年度 第４回 益城町都市計画審議会

【議案】
○ 熊本都市計画益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の決定

（益城町決定）について

開催日時 ： 平成３０年３月５日（月曜） 午前１０時から
開催場所 ： 益城町役場仮庁舎 別館２階本会議室

益 城 町



１ 都市計画決定が必要な理由

○都市計画区域内において、土地区画整
理事業を実施する場合、施行区域を都
市計画決定する手続きを要します。
（都計法第１２条第２項）

○都市計画審議会の議を経て、都市計画
決定する。
（都計法第１９条第１項）

○都市計画の案を都市計画審議会に付
議しようとするときは、提出された意見書
の要旨を提出しなければならない。
（都計法第１９条第２項）
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２ 第３回都市計画審議会での主な意見

①審議会の運営に関する主な意見

〇木山地区の土地区画整理事業の審議は、木山地区の住民の
土地財産に関わる判断になるので、 住民を審議会委員へ加え
るべき。

②審議の内容に関する主な意見

○事業のメリット・デメリットをしっかり説明しているのか疑問がある。
○住民の意向把握が十分ではない。
○個別訪問で一人一人理解を求めるべき。
○7割以上の同意を求めて進めた方が良い。
○反対の多い地区は区域から外すとよい。
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３ 対応方針

➢ 都市計画審議会は、都市計画の案の調査審議等を行うものであり、
第三者機関として、公正かつ専門的な知見をもって審議するとともに、
利害関係人の権利や相反する住民の利害調整の妥当性の観点か
ら審議することとなっている。

➢ 住民や利害関係人の意見については、提出された意見書を都市計
画審議会に提出することとなっており、それらを基に審議いただくことと
なる。

①審議会の運営に関する主な意見

〇木山地区の土地区画整理事業の審議は、木山地区の住民の
土地財産に関わる判断になるので、住民を審議会委員へ加え
るべき。

対応方針
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３ 対応方針

➢ 事業の内容を十分に理解していただくため、事業予定区域内の全
ての地権者410名を対象に個別訪問を実施。

➢ 個別訪問の際、アンケート用紙を配布し、地権者の意向を確認・
把握する。

②審議の内容に関する主な意見

○事業のメリット・デメリットをしっかり説明しているのか疑問がある。
○住民の意向把握が十分ではない。
○個別訪問で一人一人理解を求めるべき。
○7割以上の同意を求めて進めた方が良い。
○反対の多い地区は区域から外すとよい。

対応方針
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４ 都市計画審議会委員への「事業の今後の進め方について」説明時の意見

○個別訪問するにあたって、今回の様な丁寧な説明が必要。
○住民の皆さんがしっかりと理解できるような説明をお願いします。
○アンケート回収をしっかりすること。
○回収率を上げるよう工夫してほしい。
○（施行区域）区画を分けて実施することで早くできる
というのが分かった。

ご意見を踏まえ、１月１５日から個別訪問を実施

１月９日 益城町、熊本県
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５ 個別訪問の概要説明資料
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５ 個別訪問の概要説明資料
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６ アンケート

 
 

 

 

 

 
【ご記入に際してのお願い】 
 

 〇 このアンケートは、益城町木山地区において被災市街地復興土地区画整理

事業を検討している区域の地権者の方を対象としています。 

 

 〇 敷地が複数の筆で構成されている場合は、アンケートは１つのまとまった

敷地として回答ください。 

   

 〇 地権者が別におられる場合は、お手数ですが益城町復興整備課（下記連絡

先参照）までご連絡をお願いします。必要部数のアンケート票を送付いた

します。 

 

 〇 ご回答は、本アンケート票に直接ご記入ください。 

 

 〇 回答を記入されたアンケート票は訪問した職員に渡されるか、お渡ししま

す返信用封筒に入れて投かん期限までに投かん（切手不要）してください。 

 

（ 投かん期限 ：   月  日 ）※訪問時期に記入します。 

 

益城町復興整備課 復興まちづくり係 

〒861-2295 益城町大字木山 594 

 

 〇 アンケートの内容で不明な点等ありましたら、下記の連絡先にご連絡をい

ただくか、町役場復興整備課の相談窓口をご利用いただきますようお願い

いたします。 
 

皆様の貴重な財産に関するアンケートです。 
 

ご回答のほど、よろしくお願いします。 
 
詳しくは下記までご連絡ください。 

[連絡先] 

益城町復興整備課 復興まちづくり係 電話：096-289-2930(直通) 

熊本県県央広域本部土木部 復興まちづくり課   電話：096-273-9641(直通) 

 

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 

に関するアンケート調査について 

No.○○○○ 

提出先 

提出先 

 

 

 

 

※鉛筆やこすると消えるボールペンで記入しないでください。 

 

１．回答される方について、記入してください。 

記 入 日 平成   年   月   日 

回答者の氏名                     

土地所有者と 

回答者の関係 

本人 ・ 夫 ・ 妻 ・ 親 ・ 子 ・ 兄弟姉妹 

その他（                     ） 

回答者の電話番号 －        － 

回答者の住所 

（お知らせ等の送付） 

〒    －       

     都・道・府・県      市・区・町・村 

 

                            

 

２．所有される土地について、分かる範囲で記入してください。

（一筆でも構いません。） 

土
地
所
有
者
が
所
有
さ
れ
る
土
地
に
つ
い
て
、
地

番
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

大字 字 地番 地目 地籍（㎡） 登記名義人 

（例）宮園 居屋敷 ７０２ 宅地 ３００ 益城 太郎 

      

      

      

      

      

      

      

アンケート調査票 

 
 

 

 

 

 
【ご記入に際してのお願い】 
 

 〇 このアンケートは、益城町木山地区において被災市街地復興土地区画整理

事業を検討している区域の地権者の方を対象としています。 

 

 〇 敷地が複数の筆で構成されている場合は、アンケートは１つのまとまった

敷地として回答ください。 

   

 〇 地権者が別におられる場合は、お手数ですが益城町復興整備課（下記連絡

先参照）までご連絡をお願いします。必要部数のアンケート票を送付いた

します。 

 

 〇 ご回答は、本アンケート票に直接ご記入ください。 

 

 〇 回答を記入されたアンケート票は訪問した職員に渡されるか、お渡ししま

す返信用封筒に入れて投かん期限までに投かん（切手不要）してください。 

 

（ 投かん期限 ：   月  日 ）※訪問時期に記入します。 

 

益城町復興整備課 復興まちづくり係 

〒861-2295 益城町大字木山 594 

 

 〇 アンケートの内容で不明な点等ありましたら、下記の連絡先にご連絡をい

ただくか、町役場復興整備課の相談窓口をご利用いただきますようお願い

いたします。 
 

皆様の貴重な財産に関するアンケートです。 
 

ご回答のほど、よろしくお願いします。 
 

詳しくは下記までご連絡ください。 

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 

に関するアンケート調査について 

No.○○○○ 

提出先 

提出先 
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６ アンケート
問１ 本日の土地区画整理事業に関する説明は理解できたでしょうか。 

当てはまる番号を一つ選び○印で囲んでください。 

① 理解できた。 

② どちらかというと理解できた。 

③ どちらかというと理解できなかった。 

④ 理解できなかった。 

 

問２ 今後の参考としたいので、問１のお答え（①から④）を選ばれた理

由について、以下にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 本日の土地区画整理事業に関する説明や復興に関するご自身の思い

から、木山地区における土地区画整理事業に関してのお考えについて、

当てはまる番号を一つ選び○印で囲んでください。 

① 土地区画整理事業を進めることに賛成だ。 

② 土地区画整理事業を進めることにどちらかというと賛成だ。（反対ではない） 

③ 土地区画整理事業を進めることにどちらかというと反対だ。（賛成ではない） 

④ 土地区画整理事業を進めることに反対だ。 

 
 
問４ 今後の参考としたいので、問３のお答え（①から④）を選ばれた理

由について、以下にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 
 
 

問５ 益城町、熊本県では、益城町の復興と益城町を含む熊本都市圏東部
地域（益城町、西原村及び熊本市東部地区）の復興には、益城町の中心
部である木山地区の災害に負けない都市基盤の整備が必要と考えてい
ます。そのことについてのお考えや復興に対するご提案などがありまし
たら、よろしければ以下にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。 

ご協力ありがとうございました。 
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① 地権者数 410名

② 訪問者数 403名 約98% 地権者数に対する割合

③ アンケート
回収数

370名 約90%

７ 個別訪問の進捗状況

個別訪問の結果 期間：1月15日～３月２日時点

○日程等の調整が付かずに訪問できなかった方
○アンケート結果で「土地区画整理事業を理解できなかった」と回答された方

継続して、連絡調整や個別訪問を重ね、
理解を得られるよう努めていく。
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８ アンケート結果

○土地区画整理事業の説明は理解できましたか

「理解できた」約６４％

「どちらかというと理解できた」 約２３％

合計約８７％

「理解できた」約７１％

「どちらかというと理解できた」約２５％

合計約９６％

地権者数410名の内訳 回収数370名の内訳

地権者数
410名

11

回収数
370名



８ アンケート結果

○土地区画整理事業の説明は理解できましたか

◆どちらかというとを含め理解できたを
選択された方の理由

◆どちらかというとを含め理解できなかったを
選択された方の理由

件
件

31

3

3

4

6

6

9

11

12

14

68

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

今後の流れを理解

将来の益城町のために必要

事業に不安ある

減歩は理解できた

理解したが同意・納得できない

早期事業化希望

基盤整備に理解

座談会・まち協＋説明で更に理解

1対1の対応（質問）で理解

丁寧・具体的・分かりやすい

1

1

1

1

1

2

2

3

0 10 20 30 40 50 60 70

事業ありきで進めている

買収と減歩の違いがわからない

減歩反対

大至急、家を建てたい

高齢なので時間との問題

話が一方的

実現性が不安

説明が以前と同じ
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８ アンケート結果

○土地区画整理事業を進めることに賛成ですか反対ですか

「賛成」約５４％

「どちらかというと賛成」約２２％

合計約７７％

「賛成」だけで約６０％

「どちらかというと賛成」約２５％

合計約８５％

地権者数410名の内訳 回収数370名の内訳
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地権者数
410名

回収数
370名

賛成

どちらかというと賛成

どちらかというと反対

反対



８ アンケート結果

○土地区画整理事業を進めることに賛成ですか反対ですか

◆どちらかというとを含め賛成を
選択された方の理由

◆どちらかというとを含め反対を
選択された方の理由

件

件

20

2

3

3

3

3

3

3

4

5

6

8

11

12

13

44

46

0 10 20 30 40 50

その他

町を信用できない

資産価値のある町にしたい

復興の光となる

反対しても何も進まない

理解できたから

反対する理由がわからない

補償内容が不安

協力したいが減歩は反対

現在の場所に住みたい（原位置換地）

土地を売却したい

一日も早い着工を願う

タイミングは今しかない

早期に復興を遂げたい

最終判断には具体的計画が必要

災害に強い町が必要（街区環境の改善）

子供や将来の町のために必要

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
6
8
8

0 10 20 30

区画整理事業のビジョンが見えない

同じ場所で商売ができなくなる

被災者に多大な影響がある

画一的で味気のない町になる

再建する費用がない

移転補償の内容が不明確

減歩により土地が制限される

道路拡幅で不便になる

区画整理・復旧事業、必要な場所で使い分ける

家を再建を計画中

町を信用できない

必要だが、他の理由で賛成できない

宗教的な土地

本当に事業が必要な地域を再検討してほしい

家族は反対している

同じ場所に住みたい

事業の規模が大き過ぎる

道路拡幅には賛成する

先祖代々の土地

今の場所で不自由しない

県道4車線化と区画整理は切り離してほしい

他の事業を希望

最終判断には具体的計画が必要

事業に時間がかかる

家を再建・修繕した

14



８ アンケート結果（自由意見）

○土地区画整理事業について賛成・反対を選択された方の自由意見

◆どちらかというとを含め賛成を選択された方の意見 ◆どちらかというとを含め反対を選択された方の意見

件

件

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

6

0 5 10 15 20

墓地を存置した理由が不明

東部都市圏のバランスのとれた整備を希望

益城町全部を区画整理区域にしてほしい

小規模な単位で住環境を整備する

都市拠点とした理由が不明確

災害公営住宅の建設

地域の意見を尊重してほしい

県道四車線化の問題解決を

今が大変なので理解する気持ちになれない

将来の財政負担を考えて最小限の復興を

防災のみならず地の利を活かしたまちづくり

できるところから復興をすすめては？

事業ありきで進めている

迅速に復興を進めてほしい

災害の記憶を忘れないことが重要

復興に向けて何らかの対応が必要と理解

ハードだけでなくソフト面も考える

木山交差点の改良が最優先

県道四車線化と区画整理を分けて考える

生活再建が先

災害に負けない基盤整備は重要

再建した住宅に配慮する

県道四車線化だけで十分

住民と対話し、押し付けにならないようにする

15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5

7
8
8

16
18
19

0 5 10 15 20

小中学校の場所（安全な高台へ）

高低差の削減

復興のモデルケースとなるように

減歩で土地が減ることは受け入れ難い

減歩は実測してから

減歩の情報提供がほしい

駐車場などの代替地を準備してほしい

境界を確定してほしい

きやま座と駐車場を残す（移動可）

コミュニティの維持

安全な町の上に夢を描きたい

まちの復興が皆さんへの恩返しになる

事前に防災計画を徹底

災害に負けない都市基盤のイメージが湧かない

自然を活かしたまちづくり

災害公営住宅の建設（地元優先）

第二空港線等の活用

公共交通の利便性確保（バス停）

家屋への影響のないプラン

観光施設を作る

都計審の再否決がないようにしてほしい

生活再建には行政支援が必要

地震の教訓を活かしたまちづくり

ハードだけでなくソフト面も考える

歩いて暮らせるまちづくり

熊本市電の延伸検討

出来るならば今の場所に住み続けたい

先行買収希望

スピード感を持って事業を進めてほしい

無電柱化

将来ビジョンをもってまちづくりを進めてほしい

活気ある商店街

商業施設の誘致

住民と対話し、押し付けにならないようにする

災害に強い基盤づくりは重要

区画整理による住環境の整備に期待している

早く進めてほしい



９ アンケート及び個別訪問時の意見・要望等

分類項目 内 容

道路事業
について

○県道４車線化と区画整理を分けて考える。

○木山交差点の改良が最優先。

○県道４車線化だけで十分。

事業の流れ
について

○道路図や仮換地先への移転時期など出来上がり次第教えてほし
い。

○具体的な案がないと事業への賛否の判断は難しい。

○各幹線道路の着工時期（概ね）を教えてほしい。

○以前のアンケートで売却希望と書いたがまだ迷ってる。
いつごろまでに決めたらよいか。

減歩率
について

○減歩率はどのくらいか。

その他

○補償の話を具体的に知りたい。

○コミュニティをいかに維持しながら事業を進めるかが重要。

○まちづくり協議会には学識経験者を入れてほしい。

○仮設住宅等の延長について、整理してほしい。

○みなし仮設を移りたい。
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Ａ（道路事業による直接買収）

＋
Ｂ（土地区画整理事業による減歩）

ご意向に沿った現地での再建が
難しくなる地権者がいる

現況の道路幅

拡幅後の道路幅

残地

道
路
事
業

減歩

土
地
区
画
整
理
事
業

Ｂ 土地区画整理事業
による減歩

Ａ 道路事業による直接買収

A

B

10 区画整理から県道４車線化を分離する場合について

その結果
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土地区画整理事業

10 区画整理から県道４車線化を分離する場合について

※道路事業と土地区画整理事業を、重複して実施することはできない。

ご意向に沿った 現地での再建が難しくなる地権者がいる

土地区画整理事業の中で道路等を整備することで、

地権者の多様な再建ニーズに対応
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１１ 事業の流れ

移
転
補
償

建
物
再
建

仮住居 ・仮店舗

事
業
計
画
書
作
成

仮
換
地
指
定

調
査
・
測
量

換
地
設
計

実
施
設
計

工
事

換
地
処
分

登
記

清
算

事
業
の
完
了

都
市
計
画
決
定

事
業
認
可

確
定
測
量

①都市計画の決定

建物被害や狭あい道路、
公園や広場の有無など
から、事業の対象となる
区域を決定します。

②事業認可

道路・公園計画、概算
費用等を記載した事業計
画書について、認可権者
からの事業認可を取得し
ます。

③換地設計

事業計画及び個々の宅
地等の現況に基づいて、
整理後の宅地位置等の
設計案を示し、協議しな
がら合意形成を図ります

④仮換地指定

審議会・評価員の意見
徴収及び縦覧に供した後、
将来換地として定められ
るべき土地の位置や範
囲を仮指定します。

⑤建物移転・工事の実施

仮換地へ建物等を移転
したり、道路や公園等の
工事をします。

⑥嘱託区名等の整理

新しいまちに合わせて、
嘱託区界・嘱託区名・地
番を変更整理することが
できます。

⑦換地計画の縦覧

全ての工事終了後、換
地を最終的に定めるた
め、整理前・後の土地の
関係をまとめて説明しま
す。

⑧換地処分

換地計画に基づいて換
地や清算金を確定させ、
通知します。

⑨土地・建物の登記

新しいまちに合わせ、ま
とめて登記を行います。

⑩清算金の徴収・交付

最終換地について不均
衡がある場合には、金銭
により是正するなど必要
な調整を行います。

① ② ③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨ ⑩
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１２ 住民意見(相談)を受ける時期

移
転
補
償

建
物
再
建

仮住居 ・仮店舗

事
業
計
画
書
作
成

仮

換

地

指

定

調
査
・
測
量

換
地
設
計

実
施
設
計

工
事

換
地
処
分

登
記

清
算

事
業
の
完
了

確
定
測
量

ま
ち
づ
く
り
に

関
す
る
こ
と

まちづくり協議会道路・公園の配置

換
地
（
減
歩
）

に
関
す
る
こ
と

仮換地の説明・同意換地設計

事

業

認

可

都
市
計
画
決
定

○進捗に応じて情報発信や相談受付は、随時行います。

○個々の換地・補償などについては、 区域毎の進捗に応じて案をお示ししていきます。
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高 低⇔

⇔

低

高

１３ 減歩率について

○減歩率の考え方
（イメージ） 整理前（従前地） 整理後（従前後）

減歩率は、区画整理前後の「土地の利用」、「道路との位置関係（接道状況）」
及び「土地の形状」などの状況により、異なってまいります。

整理前（従前地）の土地評価

整
理
後
（
仮
換
地
）
の
土
地
評
価

＞ ＞
＞
＞
＞

＞ ＞ ＞

＞
代表的な土地の評価項目

評価項目 評価が高い 評価が低い
土地利用 宅地 農地 山林

接道状況
角地 有 無
間口 広い 狭い

道路幅 広い 狭い

土地形状 長方形 短冊形 三角形 旗竿
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